
昭 和54 年6 月20 日

区 のお知らせ

第481 号( 1)

足 立 区
編 集/ 企 画 部 広 報 課
足 立 区 千 住 一 丁 目50

( 882) 1111
第二庁舎　( 889) 6161

一 般 相 談

家庭生活上の悩みごとや、いろ

いろな手続きなどについて。なお、
電 話 で も 相 談 に 応 じ ま す 。

相談日は、土・日曜・祝日を除
く毎日。午前9時～午後4時

区 役 所 新 館1 階 区 民 相 談 室

一
人
ひ
と
り
の
協
力
で

い
つ
も
安
心
し
て

通
行
で
き
る
道

足
立
区
内
の
道
路
の
現
状
は
、延

畏
七
(
〇
、
九
一
四
メ
ー
ト
ル
・
面

積
四
、
六
(
二
、
九
七
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
で
舗
装
率
(
(
%
と
な
っ
て
お

り
、
順
次
完
備
さ
れ
て
き
て
い
ま

す
。
ま
た
、
道
路
の
管
理
(
道
路
の

維
持
、
補
修
そ
の
他
の
管
理
)
は
、

区
道
の
場
合
道
路
管
理
者
と
し
て
、

区
長
が
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
。

し
か
し
最
近
で
は
、
道
路
に
関
す

る
様
々
な
問
題
が
お
こ
っ
て
い
ま
す

の
で
、
皆
さ
ん
に
関
係
の
あ
る
次
の

こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
十
分
な
ご
理

解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

道
路

の
正
し
い
使
い
方

道
路
は
、
皆
さ
ん
が
生
活
す
る
う

え
で
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
公
共

施
設
で
あ
り
、
道
路
を
利
用
し
て
い

ろ
い
ろ
な
活
動
が
行
な
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
气

道
路
は
人
や
車
が
安
全

に
通
行
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、自
分
勝
手
に
道

路
に
物
を
置
い
た
り
、看
板
を
掲
出

し
た
り
し
ま
す
と
、思
わ
ぬ
事
故
を

招
い
た
り
危
険
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
通

行
で
き
る
よ
う
に
、区
で
は
、道
路

を
正
し
く
使
う
た
め
、
条
例
や
規
則

な
ど
又
道
路
上
の
占
用
や
使
用
を
規

制
し
て
い
ま
す
。

次
の
よ
う
な
場
合
、
道
路
占
用
の

許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

▽
日
よ
け
の
占
用

▽
看
板
等
の
占
用

▽
装
飾
灯
の
占
用

▽
そ
の
他

占用
の
禁
止と

な
る
もの

交
通
の
支
障
、
災
害
時
の
際
に
、

支
障
と
な
る
場
所
に
つ
い
て
は
、占

用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
所
が
あ
り

ま
す
。

ま
た
、可
動
式
看
板
、
自
動
販
売

機
の
路
上
設
置
、
商
品
置
場
は
許
可

に
な
り
ま
せ
ん
。

許可申請の方法

申
請
書
は
、区
役
所
提
出
用
と
所

轄
警
察
署
提
出
用
の
二
通
を
作
成
し

ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
区
役
所
土

木
部
管
理
課
占
用
係
へ
提
出
し
て
、

内
容
を
点
検
し
許
可
条
件
か
潤
さ
れ

た
場
合
に
、
そ
の
二
通
の
申
謂
書
を

所
轄
警
察
署
へ
提
出
し
ま
す
。

所
轄
警
察
署
の
許
可
を
受
け
て
か

ら
、
さ
ら
に
、区
役
所
提
出
の
申
謂

書
を
、
占
用
係
に
提
出
し
許
可
と
な

る
わ
け
で
す
。

な
覡

簡
単
で
結
構
で
す
の
で
、

場
所
の
略
図
、配
置
図
、
物
件
等
の

立
面
図
(
各
二
通
)
を
申
請
一

と
一

緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

占
用
料

▽
看
板
の
場
合
　
表
示
面
積
一
平
方

メ
ー
ト
ル
あ
た
り
・・
二

年
間
三
千

五
百
二
十
円

▽
日
よ
け
の
場
合
　
占
用
面
積
一
平

方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
・二
年
間
七

百
(
十
円

問
合
せ
先
　
土
木
部
占
用
係

道

路

監

察

係

を

新

設

道
路
管
理
者
は
、
道
路
を
適
正
に

管
理
あ
る
い
は
、
皆
さ
ん
の
通
行
の

安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
、
不
法
占

用
、不
正
行
為
等
の
取
締
り
を
行
な

う
こ
と
を
責
務
(
こ
れ
を
道
路
監
察

と
言
い
ま
す
)
と
し
て
い
ま
す
。

道
路
監
察
に
つ
い
て
は
、
道
路
占

用
事
務
の
一
環
と
し
て
実
施
し
て
き

ま
し
た
が
、
道
路
上
の
問
題
点
に
つ

い
て
早
急
に
解
決
を
図
る
た
め

、
道

路
監
察
係
を
新
設
し

、
四
月
一
日
か

ら
業
務
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
、
道
路
を
正
し
く
、
き

れ
い
に
使
用
す
る
こ
と
に
つ
き
ま
し

て
は
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
さ
ら
に
、
道
路
監
察
戞
強

化
す
る
目
的
で
、
道
路
監
理
員
制
度

が
近
く
発
足
す
る
予
定
で
す
。

道
路
の
安

全
確
保
の
た
め

に
道
路
は
、
人
、
自
転
車
、
自
動
車

の
通
行
、
工
事
や
交
通
事
故
等
に
よ

っ
て
、
陥
没
し
た
り
、
汚
れ
た
り
、

日
々
に
変
化
す
る
こ
と
が
多
い
も
の

で
す
。

そ
こ
で
、
道
路
の
損
傷
、
危
険
箇

所
、
ま
た
そ
の
原
因
と
な
る
状
況
を

発
見
し
た
場
合
に
は
、
電
話
で
も
結

構
で
す
か
ら
、
道
路
監
察
係
に
通
報

し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
場
合

、原
因
が
明
確
な
場
合
、

区
の
責
任
と
な
る
も
の
は
区
が
、
第

三
者
の
責
任
と
な
る
も
の
は
、
第
三

者
が
原
状
に
改
善
す
る
等
の
手
続
き

を
す
る
こ
と
に
よ
叺

道
路
の
安
全

で
適
正
な
管
理
を
図
る
こ
と
か
で
き

ま
す
の
で

、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

通
報
・
問
合
せ
先
　
土
木
部
道
路
監

察
係

夏
に
む
か
つ
て

体
を
き
た
え
よ
う

六
月
二
十
四
日
(
日
)
の
個

人
利
用
は
、卓
球
大
会
の
た

め
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
ル
ー
ム
・

ス
ポ
ー
ツ
サ
ウ
ナ
の
み
し
か

ご
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

健
康
・
体
力

づ

く

り

教

室

あ
な
た
も
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ

ー
の
、健
甼
体
力
づ
く
り
教
室
で
、

ス
ポ
ー
ツ
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

各
種
教
室
案
内

▼
硬
式
テ
ニ
ス
教
室
　
第
一
次
・
:
毎

週
木
曜
日
午
前
九
時
三
十
分
～
十

一
時
三
十
分
(
七
月
五
日
か
ら
全

三
回
で
定
員
五
十
名
)
、第
二
次

…
毎
週
木
曜
日
午
前
九
時
三
十
分

～
十
一
時
三
十
分
(
九
月
六
日
か

ら
全
三
回
で
定
員
五
十
茗
)
　

抽

せ
ん
会
お
よ
び
オ
リ
エ
ーン

テ
ー

シ
'

ン
は
、
第
一
次
・
第
二
次
と
も

に
七
月
三
日
午
前
十
時
か
ら
行
な

い
ま
す
。

▼
軟
式
テ
ニ
ユ
教
室
　
第
一
次
=
・
毎

週
火
曜
日
午
前
九
時
三
十
分～
十

一
時
三
十
分
(

七
月
十
日
か
ら
全

三
回
で
定
員
五
十
名
)
、
第
二
次

・
:毎
週
火
曜
日
午
前
九
時
三
十
分

～
十
一
時
三
十
分
(
九
月
四
日
か

ら
全
三
回
で
定
貝
五
十
名
)
　

抽

せ
ん
会
お
よ
び
オ
リ
ェ
ン
テ
ー

シ
'

ン
は
、
第
一
次
・
第
二
次
と
も

に
七
月
三
日
午
前
十
時
か
ら
行
な

い
ま
す
。

▼
弓
道
教
室
　
毎
週
木
曜
日
午
後

六
時～
(
時
(
七
月
十
二
日
か
ら

全
五
回
で
定
員
四
十
名
)
抽
せ
ん

会
お
よ
び
オ
リ
ェ
ン
テ
ー
シ
'
ン

は
、
七
月
六
日
午
後
六
時
か
ら
。

▼
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
教
室
　
毎
週
金
曜

日
午
前
十
時
～
十
二
時
(
七
月
十

三
日
か
ら
全
五
回
で
定
員
四
十

名
)
　
抽
せ
ん
会
お
よ
ぴ
オ
リ
ェ

ン
テ
ー
シ
'
ン
は
七
月
三
日
午
前

十
時
か
ら
。

参
加
対
象
　
初
心
者
で
区
民
お
よ
び

区
内
在
勤
者

申
込
方
法
　
(

ガ
キ
に
希
望
の
教
室

名
、
住
气

氏
名
、
年
齢
、
性
別

を
記
入
の
う
え
、
総
合
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー
(
〒
1
2
1東
保
木
閧
ニ
ー

ニ
七
上
)

事
業
係
へ
申
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
　
六
月
二
十
七
日
(
当
日

消
印
有
効
)

参
加
費
　
無
料

抽
せ
ん
会
　
申
込
多
数
の
場
合
、
本

人
立
合
い
で
抽
せ
ん
し
ま
す
の
で

必
ず
ご
来
館
く
だ
さ
い
。な
お
、当

日
は
抽
せ
ん
後
オ
リ
ェ
ン
テ
ー
シ

'
ン
を
行
な
い
ま
す
。

注
意
事
項
　
硬
式
・
軟
式
テ
ニ
ス
教

室
は
、
一
次
ま
た
は
二
次
の
い
す

れ
か
一
万
と
し
、
重
複
し
て
は
申

込
め
ま
せ
ん
。

ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
　

七
月
三
日
の
抽
せ
ん
会
当
日
は
、

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ウ
ヱ
ア
、体
育
館

用
運
動
靴
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

区

民サ
ー
ビス
デ
ー

六
月
二
十
三
日
(
土
)
に
は
、
一

部
を
除
き
無
料
で
プ
レ
ー
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

種
目
は
、卓
球
、バ
ド
ミ
ン
ト
ン
、

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー

ル
、
ア
ス
レ
チ
y
ク
で
す
が
、
満
員

で
多
少
待
つ
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
午
前
十
一
時
と
午
後
三
時

に
、
映
画
「
私
た
も
の
足
立
・
健
康

ス
ポ
ー
ツ
綢

」
と
、
そ
の
他
漫
画
多

映
写
し
ま
す
。
ふ
る
っ
て
ご
来
館
く

だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、
い
ず
れ
も
総
合
ス

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
(
　
(

五
九
―
(

ニ

ー
こ

へ
。

公害 をな くそう

みんなの注 意で

お
互
い
の

心
が
け
を
大
切
に

六
月
か
ら
夏
場
に
か
け
て
は
、

毎
年
公
害
の
苦
情
が
ぐ
ん
と
ふ
え

る
季
節
で
す
。
快
適
な
暮
ら
し
の

た
め
、
次
の
こ
と
を
お
互
い
に
守

り
合
い
ま
し
ょ
う
。

《
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ
》

▽
ボ
イ
ラ
ー
、
焼
却
炉
等
の
燃
焼

施
設
は
、
ぱ
い
煙
、
粉
じ
ん
が

出
な
い
よ
う
管
理
を
十
分
行
な

っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
特
に
騒
音
を
発
生
す
る
作
業

は
、
窓
や
出
入
口
の
開
口
都
を

閉
め
て
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
屋
外
で
は
、
騒
音
、
振
動
、
悪

臭
、粉
じ
ん
を
伴
な
う
作
業
は
、

行
な
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▽
重
油
や
薬
贔
の
流
出
等
、
突
発

事
故
を
未
然
に
防
止

す

る
た

め
、
施
設
の
点
検
を
定
期
的
に

行
な
っ
て
く
だ

さ
い
。
事
故
が

発
生
し

た
時

は
、
す
ぐ
に
公

害
課
へ
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

《
一
般
家
庭
の
皆

さ
ん
へ
》

▽
犬
や
鳥
を
飼
っ

て
い
る
ご
家
庭

で
は
、
近
隣
に

迷
惑
を
か
け
な

い
よ
う
飼
育
し

ま
し
ょ
う
。

▽
ク
圭
フ
ー
や
換
気
扇
を
ご
使
用

の
方
は
、
騒
音
が
近
隣
に
与
え

る
影
響
を
考
え
て
、
取
付
場
所

や
時
間
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

▽
テ
レ
ビ
、
ス
テ
レ
オ
、
ピ
ア
ノ

の
音
量
、
時
間
帯
な
ど
に
も
、

十
分
注
意
し
合
い
ま
し
I

つ
。

新
排
水
基
準適

用

五
十
三
年
三
月
三
十
一
日
の
東

京
都
公
害
防
止
条
例
改
正
に
伴
な

い
、既
設
の
工
場
に
つ
い
て
は
、

五
十
四
年
四
月
一
日
よ
り
、
新
し

い
排
水
基
準
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

関
係
の
工
場
、指
定
作
業
場
の

事
業
主
の
皆
さ
ん
に
は
、規
制
基

準
に
適
合
す
る
よ
う
管
理
を
行
な

っ
て
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、い
ず
れ
も
公
害

課
へ
。

ご覧 ください

足 立 区 展

区
民
の
作
品

発
表
の
場
と
し

て
、親
し
ま
れ

て
き
た
足
立
区

展
も
今
年
で
十

三
回
目
を
迎
え

ま
し
た
。今
年

は
国
際
児
童
年

に
ち
な
み
協
賛

記
念
展
と
し

て
、六
月
二
十

四
日
か
ら
七
月
七
日
ま
で
、
区
役
所

七
階
大
会
議
室
で
開
催
し
ま
す
。

展
示
期
間

▽
洋
画
・
彫
塑
展
　
六
月
二
十
四
日
～
三

十
日
(
平
日
は
午
前
九
時
～

午
後
六
時
、日
曜
日
は
午
前
十
時

～
午
後
四
時
、土
曜
日
は
正
午
ま

で
)

▽
書
道
展
　
七
月
一
日
～
七
日
(
平

日
は
午
前
九
時
～
午
後
六
時
、
日

曜
日
は
午
前
十
時
～
午
後
四
時

土
曜
日
は
午
後
三
時
ま
で
)

問
合
せ
先
　
教
育
委
員
会
文
化
係

社
会
教
育
委
員
制
度
発
足

三
月
の
区
議
会
で
制
定
さ
れ
た

「
社
会
教
育
委
員
条
例
(
特
別

職
)
」
に
も
と
づ
き
、
六
月
十
三

日
付
で
、十
名
の
委
員
が
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
近
年
区
内
の
社
会
教

育
活
動
の
進
展
に
伴
な
い
、区
の

社
会
教
育
行
政
を
総
合
的
な
計
画

立
案
と
、
専
門
分
野
か
ら
の
助
言

を
得
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の

で
す
。

委
員
は
、
区
内
社
会
教
育
関
係

緒
団
体
か
ら
選
ば
れ
た
方
三
名
、

小
学
校
・
中
学
校
校
長
の
な
か
か

ら
二
名
、学
識
経
験
者
五
名
の
構

成
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
の

社
会
教
育
活
動
に
、
大
き
な
期
待

が
よ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

第
八
回
　
世
論
調
査
実
施

区
で
は

、
皆
さ
ん
の
声
を
区
政

に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
本
年
は
六

月
二
十
二
日
～
七
月
十
日

の
期

間
に
、世
論
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

調
査
は
、
社
団
法
人
新
情
報
セ

ン
タ
ー
に
委
託
し
ま
す
が
、
こ
の

期
間
に
対
象
に
な
ら
れ
た
方
の
お

宅
へ
、
調
査
員
が
お
伺
い
し
ま
す

の
で
、
よ
ろ
し
く
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

手
話
講
習
会
(
初
級
)

手
話
奉
仕
員
を
養
成
す
る
た

め
、
次
の
と
お
り
講
習
会
を
開
催

し
ま
す
。

日
時
　
七
月
四
日
～
九
月
十
四
日

の
毎
週
水
・
金
曜
日
(
た
だ
し
(

月
十
五
日
・
十
七
日
を
除
く
)

延
べ
二
十
日
閧
、時
間
は
午
後

一
時
三
十
分
～
三
時
三
十
分

場
所
　
心
身
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

会
議
室
(
竹
の
塚
東
口
下
車
徒

歩
五
分
)

対
象
　
区
内
在
住
・
在
勤
の
方
で

手
話
を
初
め
て
学
習
す
る
方

講
師
　
沖
本
美
代
子
氏

定
員
　

先
着
三
十
名

受
講
料
　

無
料

申
込
方
法
　
往
復
(

ガ
キ
に
、
住

所
ま
た
は
勤
務
先
所
在
地
お
よ

ぴ
名
称
、
氏
名

、生
年
月
日
、性

別

、
電
話
番
号
(
連
絡
先
)
を
明

記
し
て
申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。(

返
信
(
ガ
キ
に
も
住
所
、
氏

名
を
一
い
て
く
だ
さ
い
)

申
込
期
限
　
六
月
二
十
七
日

申
込
・
問
合
せ
先
　
心
身
障
客
福

祉
セ
ン
タ
ー
(
〒
1
2
1竹
の
塚
二

上

一
五
-
一
七
　
　
(
(

三
一

六
一
七
一
)

ネ
ズ
ミ
講
の
全
面
禁
止

ネ
ズ
ミ
講
の
被
害
が
全
国
各
地

に
萼
延
し
、大
き
な
社
会
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
以
上
の
悲

劇
を
防
止
す
る
た
め
、ネ
ズ
ミ
講

は
法
律
(
無
限
連
鎖
講
の
防
止
に

関
す
る
法
律
)
で
、昭
和
五
十
四

年
五
月
十
一
日
か
ら
禁
止
さ
れ
ま

し
た
。
ネ
ズ
ミ
講
を
開
く
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
、
加
入
、
勧
誘
、
場
所

の
提
供
な
ど
も
、
一
切
禁
止
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
違
反

し
た
と
き
は
処
罰
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
油
断
は
禁
物
で
す
。
ネ

ズ
ミ
講
の
勧
誘
の
手
口
は
さ
ま
ざ

ま
で

、し
か
も
自
分
か
ら
は
、ネ
ズ

ミ
講
と
は
決
し
て
名
乗

り
ま

せ

ん
。
ネ
ズ
ミ
講
を
絶
滅
さ
せ
る
た

め
に
は

、
な
ん
と
い
っ
て
も
一
人

ひ
と
り
の
注
意
が
必
要
で
す
。

く
わ
し
く
は
、消
費
生
活
係
へ
。
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健康な生活を
お くろう

予防 接種・栄養講習会など

成
人
病
検
診

保
健
セ
ン
タ
ー
で
は

、成
人
病
(
心

臓
病
、脳
卒
中
、高
血
圧

、糖
尿
病
、

そ
の
他
)
の
早
期
発
見
お
よ
ぴ
そ
の

疾
病
予
防
の
た
め
に
成
人
病
検
診
を

実
施
し
ま
す
。

対
象
 
区
内
に
居
住
す
る
膺
三
十
歳

以
上
の
方

定
員
 
二
百
名
(
定
貝
に
な
り
次
第

締
切
り
)

日
時
 
毎
週
水
曜
日
、午
前
九
時
～

十
時

料
金
 
五
千
円

申
込
方
法
 
一
話
予
約

申
込
・
問
合
せ
先
 
保
健
セ
ン
タ
ー
　

八
五
五
-
四
一
五
一

日
本
脳
炎
の

予
防
接
種

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
を
次
の
と

お
り
実
施
し
ま
す
。
該
当
す
る
方
は

忘
れ
ず
に
受
け
ま
し
I

つ
。

対
象
　
膺
四
歳
以
上
学
齢
前
ま
で
の

幼
児
で
、
保
育
園
・
幼
稚
園
に
通

っ
て
い
な
い
一
般
幼
児
。(
保
育

園
・
幼
稚
園
に
通
っ
て
い
る
幼
児

お
よ
び
小
中
学
校
児
童
は
、
各
施

設
で
実
施
し
ま
す
が
、
そ
れ
に
も

れ
た
児
童
も
受
け
ら
れ
ま
す
)

接
種
方
法
 
初
め
て
こ
の
予
防
接
租

を
受
け
る
幼
児
は
、
一
!

一
週
間

あ
け
て
二
回
接
種
し
ま
す
。
過
去

に
二
回
(
一
～
二
週
間
の
間
隔
で
)

受
け
た
こ
と
の
あ
る
幼
児
は
一
回

接
種
し
ま
す
。

実
施
日
 
下
表
の

と
お
り

受
付
時
間
 
午
後

二
時
～
三
時

注
意
事
項
　
当
日

は
熟
を
は
か

り
、母
子
手
帳

を
持
っ
て
会
場

へ
お
い
で
く
だ

さ
い
。ま
た
上

ぱ
き
も
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

予
防
接
種
を
受
け
ら
れ
な
い
幼
児

(
1
)
発
齔
一
し
て
い
る
者
、ま
た
は
著

し
い
栄
養
障
害
者
 
(
2
)
最
近
ま
た

は
現
在
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
者

(
心
臓
病
・
腎
臓
病
ヽ
肝
臓
病
・

そ
の
他
)
 
(
3
)
ア
レ
ル
ギ
ー
体
質

の
者
 
(
4
)
予
防
接
租
に
よ
り
、高

熱
な
ど
異
常
な
副
反
応
を
お
こ
し

た
こ
と
の
あ
る
者
 
(
5
)
最
近
一
年

以
内
に
、け
い
れ
ん
症
状
を
お
こ

し
た
こ
と
の
あ
る
者
 
(
6
)
そ
の
他

医
師
が
不
適
当
と
認
め
た
者

問
合
せ
先
 
足
立
保
健
所
業
務
第
一

係
(
　
(

五
五
-
四
一
五
こ
・
千

住
保
健
所
業
務
係
(
　

八
八
八
-

四
二
七
七
)・
区
役
所
保
健
予
防
係

接 種会 場一 覧 表

妊
婦
さ
ん
の
た
め
の

栄
養
講
習
会

テ
ー
マ
 
妊
娠
中
の
食
事
と
貧
血
予

防
日
時
 
七
月
四
日
(
水
)
午
後
一
時

三
十
分
～
三
時
三
十
分

場
所
　
東
和
保
健
相
談
所

内
容
 
▽
食
事
診
断
 
▽
食
事
と
貧

血
 
▽
調
理
実
習

費
用
　
無
料

申
込
・
問
合
せ
先
　
東
和
保
健
相
談

所
　
　
六
〇
六一
四
一
七
一

貧
血
と
低
血
圧
の

栄
養
講
習
会

テ
ー
マ
 
貧
血
と
低
血
圧
の
食
事

日
時
 
七
月
三
日
(
火
)
午
後
一
時

三
十
分
～
三
時
三
十
分

内
容
 
▽
貧
血
と
低
血
圧
に
つ
い
て

▽
調
理
実
演

費
用
　
無
料

場
所
　
江
北
保
健
相
談
所

申
込
・
問
合
せ
先
 
江
北
保
健
相
談

所
 
　
(

九
六
-
四
〇
〇
四

低
血
圧
の
人
の

食
事
に
つ
い
て

日
時
　
六
月
二
十
七
日
(
水
)
午
後

一
時
三
十
分
～
三
時
三
十
分

場
所
　
千
住
保
健
所
栄
養
室

内
容
　
夏
を
の
り
き
る
た
め
の
、特

に
低
血
圧
の
人
の
食
事
に
つ
い
て

お
話
と
実
演

持
ち
物
 
メ
モ
用
具
、試
食
用
器
具

申
込
・
問
合
せ
先
　
千
住
保
健
所
　

八
八
(
-
四
二
七
七

ご
存
じ
で
す
か

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
は
、

次
に
該
当
さ
れ
る
方
に
支
給
さ
れ
る

手
当
で
す
。こ
れ
ら
の
手
当
は
、
申

睛
手
続
き
を
し
な
い
と
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
、
該
当
す
る
方
は

、至
急

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、こ
れ
ら
に
は
所
得
制
限
が

あ
り
(
別
表
(
二
)
)
、申
睛
さ
れ
た
翌

月
分
か
ら
支
給
対
象
と
な
り
ま
寸
。

■
児
童
手
当
(
国
の
制
度
)

日
本
国
民
で
区
内
に
住
所
が
あ
り

十
八
歳
未
膺
の
児
童
を
三
人
以
上
扶

養
し
て
い
る
方
で
、そ
の
三
人
目
以

降
の
児
童
の
う
ち
義
務
教
育
終
了
前

の
児
童
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
児
童
育
成
手
当
(
都
の
制
度
)

区
内
に
住
所
が
あ
り
、
つ
き
の
児

盍
を
扶
養
し
て
い
る
方
に
そ
れ
ぞ
れ

の
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
育
成
手
当
・・・
義
務
教
育
終
了
前

の
児
童
で
、つ
き
の
い
ず
れ
か
の

状
態
に
あ
る
児
童

▼
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童
 

▼
父
ま
た
は
母
が
生
死
不

明
で
あ
る
児
童
 
▼
父
ま
た
は

母
に
一
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い

る
児
童
 
▼
父
の
い
な
い
児
童
(

母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懷

胎
し
た
児
童
)
 

▼
父
母
が
離

婚
し
た
児
童
 
▼
父
ま
た
は
毋

が
法
令
に
よ
り
一
年
以
上
拘
禁

さ
れ
て
い
る
児
童
 
▼
父
ま
た

は
母
が
重
度
の
障
害
を
有
す
る

児
童
(
お
お
む
ね
身
障
手
帳
一

・
二
級
程
度
)

②
障
害
手
当
・
・
・
二
十
歳
末
満
で
心

身
に
障
害
が
あ
り
そ
の
程
度
が
つ

き
の
い
ず
れ
か
に
骸
当
す
る
児
童

▼
精
神
薄
弱
で
「
愛
の
手
帳
」一

・
二
・
三
度
程
度
の
児
童
　
▼
身

体
障
客
で
「
身
体
陣
害
者
手
帳
」

一
・
二
級
程
度
の
児
童
　
▼
脳
性

マ
ヒ
・
進
行
性
筋
萎
縮
症
の
児
童

③
特
別
手
当
・
・
・
十
(
歳
未
満
の
児

童
を
三
人
以
上
扶
養
し
、
そ
の
三

人
目
以
降
の
児
童
の
う
ち
義
務
教

弯
終
了
前
の
児
童
(
国
の
児
童
手

当
に
該
当
す
る
方
を
除
く
)

申
請
に
必
要
な
も
の
 
各
手
当
に
よ

り
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
の
で
、

く
わ
し
く
は
、児
童
手
当
係
へ
。

手
当
額
　
別
表
(
一
)

受
付
・
問
合
せ
先
　
児
童
手
当
係

別表( 一) 　手当額( 月額)

別 表( 二) 　所 得制限( 昭 和53年中 の所得)

( 社会保険料控除額8万円が含まれています)
その他に老人扶養や障害者控除等がある場合は控除し

たり加算される場合があります。

お 子さ んを 預り ます

児童緊急一時保護
母
親
が
お
産
を
し
た
り
、病
気
で
病
院

へ
行
く
必
要
が
で
き
た
と
き
な
ど
に
、昼

間
だ
け
児
童
を
一
時
保
護
す
る
制

度
で

す
。

預
か
る
方
 
▽
山
本
治
枝
(
青
井
三
上

七
一
六
七
 
　
(
(
六
-
四
七
九
〇
)

▽
池
田
克
子
(
西
伊
興
町
五
二
一
六
二
　

(
五
三
-
六
二
四
七
)
 
▽
佐
野
邨

子
(
古
千
谷
二
上
(
上
二
二
 
　
(
九

七
-
四
(
四
九
)
 
▽
早
川
ヨ
リ
子
(
竹

の
塚
一
一
一
九
-
一
五
 
　
(
(
五
1

三
八
五
〇
)
 
▽
稲
垣
由
美
子
(
花
畑

四
-
九
-
匸
一
 
　
(
(
五
1
四
七
(

三
)
 
▽
細
井
(
重
子
(
綾
瀬
四
-
一
-

九
-
二
○
 
　
六
二
〇
-
一
四
〇
(
)

▽
戸
田
と
し
え
(
大
谷
田
一
-
四
〇
-

三
 
　
六
〇
五
-
六
三
二
こ

預
か
る
児
童
 
生
後
三
か
月
以
上
、学
齢

未
満
児
を
三
人
ま
で

預
か
る
時
間
　
午
前
(
時
～
午
後
五
時
ま

で
の
必
要
最
少
時
間

保
護
の
料
金
 
一
時
間
に
つ
き
、二
百

円
、五
時
以
降
は
一
時
間
に
つ
き
三
百

円
(
た
だ
し
、生
活
困
窮
世
帯
は
料
金

免
除
さ
れ
ま
す
)

依
頼
方
法
 
あ
ら
か
じ
め
預
か
る
方
に
直

接一
話
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
(
預
け

る
時
は
、印
か
ん
と
保
険
証
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
)

そ
の
他
 
案
内
図
等
は
出
張
所
、福
祉
事

務
所
、保
健
所
に
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
福
祉
部
管
理
係

ね
た
き
り
の

お
と
し
よ
り
の
た
め
に

区
で
は
、
ね
た
き
り
の
お
と
し
よ

り
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
事
業
を

行
な
っ
て
い
ま
す
。

①
老
人
福
祉
手
当
の
支
給

区
内
に
住
ひ
、
六
十
五
歳
以
上
で

六
か
月
以
上
ね
た
き
り
の
状
態
が
続

い
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
方
、
お
よ

ぴ
病
院
に
引
き
続
き
六
か
月
以
上
入

院
し
て
い
る
方
(
本
人
や
家
族
の
所

得
に
関
係
な
く
支
給
さ
れ
ま
す
)

②
巡
回
入
浴
事
業

ひ
と
り
で
入
浴
で
き
な
い
ね
た
き

り
の
お
年
寄
り
に
入
浴
サ
ー
ビ
ス
を

行
な
っ
て
い
ま
す
。
自
宅
と
ね
た
ま

ま
入
浴
で
き
る
浴
槽
の
設
備
の
あ
る

足
立
区
老
人
会
館
(
西
保
木
間
四
-

九
-
一
)
の
あ
い
だ
を
、巡
回
入
浴
車

「
い
で
ゆ
号
」で
送
り
迎
え
し
ま
す
。

③
家
政
婦
派
遣
事
業

ね
た
き
り
の
お
年
寄
り
の
身
の
ま

わ
り
の
世
話
を
す
る
た
め
、民
間
の

家
政
婦
紹
介
所
の
協
力
を
得
て
、派

遣
す
る
家
政
婦
の
雇
用
費
を
助
成
す

る
制
度
で
す
。

④
訪
問
看
護
制
度

ね
た
き
り
で
自
宅
で
療
養
中
の
六

十
五
歳
以
上
の
お
年
寄
り
を
、足
立

区
医
師
会
の
協
力
に
よ
り
、主
治
医

ま
た
は
看
護
婦
が
防
問
し
、家
庭
で

の
正
し
い
療
養
の
仕
方
な
ど
を
指
導

し
ま
す
。

⑤
連
絡
用
ブ
ザ
ー
の
取
付

最
期
間
自
宅
で
ね
た
き
り
の
状
態

に
あ
る
六
十
五
歳
以
上
の
方
と
家
族

の
居
室
間
に
連
絡
用
ブ
ザ
ー
を
取
付

け
ま
す
。

⑥
老
人
家
庭
奉
仕
員
の
派
遣

老
衰
や
心
身
障
客
な
ど
で
、日
常

生
活
に
支
障
が
あ
る
お
年
寄
り
で
、

身
の
ま
わ
り
の
世
話
を
す
る
方
が
い

な
い
低
所
得
世
帯
に
老
人
家
庭
奉
仕

員
を
派
遣
し
、家
事
の
援
助
等
を
行

な
い
ま
す
。

⑦
日
常
生
活
用
具
の
貸
与

長
期
間
自
宅
で
ね
た
き
り
の
状
態

に
あ
り
、か
つ
低
所
得
世
帯
で
六
十

五
歳
以
上
の
方
に
、ギ
ヤ
'
チ
ベ
y

ド
、無
湿
ふ
と
ん
、
便
座
を
貸
与
、

ま
た
は
差
し
上
げ
ま
す
。

問
合
せ
先
　
①
～
⑤
に
つ
い
て
は
、

老
人
福
祉
係
、⑥
～
⑦
に
つ
い
て
 

は
、お
近
く
の
福
祉
事
務
所

重
度
心
身
障
害
者
の
方
へ

福
祉
手
当
(
国
制
度
)
を
支
給

次
の
陣
害
程
度
に
骸
当
す
る
方

に
福
祉
手
当
(
国
の
制
度
)
が
支

給
さ
れ
ま
す
。ま
だ
受
給
し
て
い

な
い
方
は
、
お
早
め
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

該
当
す
る
方
 
▼
障
客
の
程
度
が

下
表
に
定
め
る
程
度
の
方
で
、

日
常
生
活
上
常
時
介
護
を
必
要

と
す
る
方
 
▼
日
本
国
民
で
足

立
区
に
住
所
の
あ
る
方
(
施
設

に
入
っ
て
い
る
万
は

除
き

ま

す
)
 
▼
そ
の
他
 
所
得
制
限

、

公
的
年
金
と
の
併
給
制
限
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の
 
▼
世
帯
全

員
の
住
民
票
 
▼
身
体
障
害
者

手
帳
、
愛
の
手
帳
ま
た
は
診

断
書
(
窓
口
に
あ
る
所
定
の

用
紙
)
 

▼
本
人
名
儀
の
預

金
通
帳
(
郵
便
局
は
除
く
)

▼
印
か
ん

支
給
月
額
 
六
千
二
百
五
十
円

(
支
払
い
は
年
三
回
に
わ
け

て
指
定
さ
れ
た
口
座
に
振
込

み
ま
す
)

※
現
在
す
で
に
福
祉
手
当
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
で
、指
定
金
融

機
関
、口
座
番
号
、住
所
、氏

名
な
ど
の
変
更
や
施
設
入
所
、そ

の
他
の
異
動
が
あ
っ
た
方
は
、必

ず
援
護
係
ま
で
届
を
出
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先
　
援
護
係

福 祉 手 当 の 対象 と な る障 書 の 程 度

1. 両眼の視力の和が0. 02以下の方

2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することかできない程度の方

3. 両上肢( し) の機能に著しい障害を有する方
4. 両上肢( し) のすぺての指を欠く方
5. 両下肢( し) の用を全く廃した方
6. 両大腿( たい) を2分の1以上気りた方

7. 休幹の機能に禰9ていることかできない程度のS害を有する方

8. 前各号に籍げるもののほか、徇休の機能の障害又は篦

瑞にわたる安静を必豐とする痢鞭が前各号と同程度以上と認められる状態でゐって、日常生活の用を弁ずる

ことを不能ならしめる程度の方

9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認めれる程度の加

10. 身休の機能の陣害若しくは病状又は精神の即凋か蟆鴫する場合であって、その状態か前各号と同程度と認

められる程度の方

心
身
障
害
者
の
方
へ

む
さ
し
の
村
へ
招
待

期
日
 
(

月
三
日
(
金
)

…
体
の
不

自
由
な
児
童
 
(

月
七
日
(
火
)

…
ち
え
遅
れ
の
児
童

対
象
 
い
ず
れ
も
十
八
歳
未
満
で
、

付
き
添
い
の
方
一
名
か
必
要
で
す

場
所
　
埼
玉
県
加
須
市
む
さ
し
の
村

定
員
　
身
障
児
童
親
子
・
:百
二
十
五

組
二
百
五
十
名
、
精
神
薄
弱
児
童

親
子
・
:二
百
七
十
五
組
五
百
五
十

名
。
い
ず
れ
も
先
着
順

、
定
貝
に

な
り
次
第
締
切
り
ま
す
(
無
料
)

申
込
期
限
 
六
月
三
十
日

申
込
・
問
合
せ
先
　
援
護
係

七
月
一
日
か
ら
切
替
え

老
人
医
療
費
受
給
者
証

七
月
一
日
か
ら
老
人
医
療
証
が
切

り
替
わ
り
ま
す
。新
し
い
医
療
証
は

対
象
の
方
に
は
六
日
末
日
ま
で
届
く

よ
う
郵
送
し
ま
す
。

(
寿
)
医
療
証
(
国
の
制
度
で
膺
七

十
歳
以
上
)
は
ウ
グ
イ
ス
色
、(
福
)
医

療
証
(
都
の
制
度
で
膺
六
十
五
歳
以

上
六
十
九
歳
以
下
)
は
白
色
で
す
。

な
お
、次
に
該
当
す
る
方
は
医
療

証
交
付
の
対
象
か
ら
除
か
れ
ま
す
。

▽
社
会
保
険
の
被
保
険
者
(
本
人
)

▽
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

▽
健
康
保
険
に
未
加
入
の
方

▽
所
得
制
限
額
を
超
え
る
所
得
の
あ

る
方
(
※
所
得
制
限
額
は
七
月
二

十
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
)

お
願
い
 
有
効
期
限
の
過
き
た
医
療

証
は
同
封
し
ま
し
た
封
簡
に
よ
り

お
返
し
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
 
医
療
助
成
係

は
か
り
の

定
期
検
査
を

営
業
(
取
引
・
証
明
)
用
に
は
か

り
を
使
用
し
て
い
る
場
合
、毎
年
定

期
検
査
を
受
け
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。今
年
度
は

左
衰
の
日
程
で
実
施
さ
れ
ま
す
。必

ず
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
東
京
都
計
量
検
定
所
検

査
課
　
　
四
三
四
1
七
二
五
一

はか りの 定 期検 査日 程表

◎ 実 施 時 間 は 、 午 前 9時 30分 か ら 午 後 3時

ま で で す 。

掲
示
板

湯
河
原
保
養
所

「
あ
だ
ち
荘
」

申
込
方
法

▼
七
月
分
…
現
在
、
一
都
空
室
か

あ
り
ま
す
の
で
利
用
し
た
い
日

の
三
日
前
ま
で
に
区
民
係
窓
口

へ
料
金
を
添
え
て
申
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

▼
八
月
分
・・・
七
月
二
日
(
月
)
午

前
九
時
か
ら
産
業
振
興
館
三
階

で
抽
せ
ん
し
ま
す

。九
時
を
少

し
で
も
通
き
た
方
は
抽
せ
ん
で

き
ま
せ
ん
(
抽
せ
ん
し
た
方
で

も
利
用
で
き
な
い
時
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
)

申
込
資
格
 
区
内
在
住
・
在
勤
の

方
(
た
だ
し
、
一
人
で
は
申
込

み
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
夏
休

み
に
限
り
二
十
名
以
上
の
団
体

は
お
断
わ
り
し
ま
す
)

利
用
日
数
 
二
泊
三
日
ま
で

利
用
料
金
　
大
人
…
三
千
円
・
小

人
(
四
歳
以
上
小
学
生
ま
で
)

…
千
五
百
円

休
館
日
 
▼
七
月
・・・
十
日
・
十
一

日
・
十
九
日
・
二
十
日
 
▼
(

月
・・・
七
日
・
(
日
・
二
十
一
日

・
二
十
二
日

問
合
せ
先
　
区
民
係

も
う
お
済
み
で
す
か

児
童
手
当
等
の

現

況

届

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
を

受
給
し
て
い
る
方
は
、六
月
三
十

日
(
土
)
が
現
況
届
の
締
切
り
で

す
。ま
だ
届
の
お
済
み
で
な
い
方

は
、す
ぐ
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。こ
の
届
出
を
し
ま
せ
ん
と
六

月
以
降
の
手
当
か
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
を
。

な
お
、手
当
受
給
の
方
は
、五

月
下
旬
に
送
付
し
ま
し
た
往
復
(

ガ
キ
が
届
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、配
職
事
項
を
確
認
記
入
の
う

え
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
 
児
童
手
当
係

幼
児
家
庭

教
育
学
級

幼
稚
園
・
保
育
園
に
就
園
し
て

い
な
い
幼
児
の
た
め
に
、幼
児
家

庭
教
育
学
級
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

対
象
　
昭
和
四
十
八
年
四
月
二
日

～
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
生

ま
れ
で
、現
在
幼
稚
園
・
保
育

園
に
就
園
し
て
い
な
い
幼
児
と

そ
の
両
親

募
集
人
員
　
若
千
名

実
施
場
所
 
溯
江
小
学
校

問
合
せ
先
 
幼
児
教
育
担
当

保
留
地
を

処
分
し
ま
す

谷
在
家
・
東
栗
原
土
地
区
画
整

理
組
合
で
は
、保
留
地
を
処
分
し

ま
す
。

<
谷
在
家
土
地
区
画
整
理
組
合
>

入
札
日
時
 
六
月
二
十
九
日
(
金
)

午
前
十
時
～
午
後
二
時
、
改
札

午
後
三
時

区
画
　
九
区
画
(
九
四
平
万
㍍
～

四
五
五
平
方
㍍
)

現
地
案
内
日
 
六
月
二
十
二
日
・

二
十
三
日
 
午
前
十
時
～
午
後

三
時

入
札
場
所
・
問
合
せ
先
　
谷
在
家

町
土
地
区
画
整
理
組
合
(
谷
在

家
一
〒

一
七
―
匸
二
 
　
(

九

九
一

三
九
〇
六
)

<
東
栗
原
土
地
区
画
整
理
組
合
>

入
札
日
時
　
六
月
二
十
九
貝

金
)

午
後
一
時
ヱ

ー時
、改
札
午
後

三
時

区
画
　
三
区
画
(
六
六
こ
二
平

方
㍍
～
匸

三
・
三
二
平
方
㍍
)

現
地
案
内
日
 
六
月
二
十
二
日
～

二
十
(
日
(
日
昭
日
は
除
く
)

午
前
九
時
～
午
後
四
片

入
札
場
所
・
問
合
せ
先
　
東
栗
原

土
地
区
画
整
理
組
合
(
一
ッ
冢

三
一

一
一
-
一
七
 
　
(
(

四

一

四
四
四
三
)

住
民
税
第
一
期
分
の
納
期

限
は
、六
月
末
日
で
す
。忘

れ
ず
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

足
立
電
話
局
か
ら

お
知
ら
せ

こ
の
た
ぴ
、足
立
電
話
局
で
は

『(
八
「
」の
局
番
を
切
り
讐
え

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。切
り
膂

え
工
事
は
七
月
六
日
(
金
)
午
前

○
時
か
ら
十
分
程
度
か
か
り
ま
す

の
で
、こ
の
聞
に
ご
利
用
す
る
場

合
は
通
話
が
切
断
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、あ
ら
か
じ
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
足
立一
話
局
　
　
(
(
(
1
0
0
0
0

N・S 230, 000


